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高病原性鳥インフルエンザ疑似患畜(４例目)の遺伝子解析 

及びＮＡ亜型の確定について 

 
久米郡美咲町で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜（４例目）につ

いて、農研機構が実施した遺伝子解析の結果、高病原性鳥インフルエンザの患畜で
あると判定されました。 
また、当該高病原性鳥インフルエンザのウイルスについて、ＮＡ亜型が判明し、

Ｈ５Ｎ１亜型であることが確認されました。 
 
 
概要 
 
１ 久米郡美咲町の農場で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜につい
て、農研機構の動物衛生研究部門が実施した遺伝子解析の結果、高病原性と判断
される配列が確認されました。 

２ これを受け、農林水産省は、「高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥イン
フルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」に基づき、当該家きんを高病原性
鳥インフルエンザの患畜と判定しました。 

３ また、当該高病原性鳥インフルエンザのウイルスについて、動物衛生研究部門
における検査の結果、ＮＡ亜型が判明し、Ｈ５Ｎ１亜型であることが確認されま
した。 

 
 
その他 
 
１ 我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、人が鳥インフルエ
ンザウイルスに感染する可能性はないと考えられます。 

２ 現場での取材は、本病のまん延防止を引き起こす恐れがあること、農家の方のプ
ライバシーを侵害しかねない事から、厳に慎むようお願いします。特にヘリコプタ
ーやドローンを使用しての取材は防疫作業の妨げとなるため、厳に慎むようお願い
します。 

３ 今後とも、迅速で正確な情報提供に努めますので、生産者などの関係者や消費者
が根拠のないうわさなどにより混乱することがないよう、ご協力をお願いいたしま
す。 

 

 
我が国では、これまで家きん肉及び家きん卵を食べることにより、鳥インフルエ

ンザウイルスが人に感染した事例は報告されていません。 
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